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政府からのお知らせ 政府広報

●復興のリード役となり得る「地域経済の中核」を形成する中小企業等
グループ※１が、復興事業計画を作成し、県の認定を受けた場合に、施設
などの復旧・整備費の4分の3を、国と県で補助しています。
●このたび、第5回目の募集を以下のとおり行いますので、お知らせいたし
ます。

※1 複数の中小企業者から構成される集団であって、一定の要件を満たす必要があります。
詳細は、各県にお問い合わせください。

※2 これまで198のグループに、総計2,202億円を支援することが決定されています。
次ページに活用事例を掲載しています。

中小企業の復興への取組を、
グループ補助金で支援します

岩手県　商工労働観光部経営支援課
TEL 019-629-5546 FAX 019-629-5549
宮城県　経済商工観光部新産業振興課
TEL 022-211-2765 FAX 022-211-2729
福島県　商工労働部産業創出課
TEL 024-521-7283 FAX 024-521-7935

募集期間

平成24年5月1日（火）～5月31日（木）

申請およびお問い合わせ先

※この内容を音声コードで聞くことができます。



平成24年（2012年）4月25日（水）発行

シーサイドタウンマストグループ
大槌商業開発株式会社

小山 敏昭 専務

※「マスト」は、20年前から大槌町で
　営業を続けるショッピングセンター

～グループ補助金を活用した事例～

地域の皆さまから早期再開の

要望をいただいていましたが、

復旧費用は約10億円…。

自力での復興はあきらめていましたが、

グループ補助金の話を聞き、

30店でグループを形成、

補助金を申請しました。

約6.7億円が交付され、

昨年12月にオープン！

一番うれしかったことは、「再開するのを

待っていたよ」と多くの方から

声をかけていただいたことですね。

地域にとって、復興に向けた大きな

光になったと感じています。

●応急仮設住宅の入居期間は、原則2年間で、その後は1年ごとに延長で
きる制度となっていますが、このたび、入居期間を1年間延長すること
といたしました。
●民間賃貸住宅などに応急仮設住宅として入居している場合にも、2年間
の入居期間を1年間延長いたします。

仮設住宅の入居期間が
1年間延長されました。

※この内容を音声コードで聞くことができます。


